
建設業・宿泊業・飲食・小売業での活用を中心に、特定技能と技能実習の制度

をお伝えし、導入手順・注意点などを解説いたします。

外国人材
（技能実習・特定技能）

セミナー

2024年度

隠岐の島町の事業所向け

日時 ２０２４年１０月2日（水）13：30～15：30

会場 隠岐の島町商工業振興センター2階会議室

講師 島根県外国人雇用情報提供窓口専門員

深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れ

を検討している企業や事業主の皆様の「外国人技能実習制

度とは？」「新しい特定技能制度を知りたい！」「どうやって

受け入れるの？」などの疑問にわかりやすくお答えします。

またこれらの制度の活用のポイントについても解説します。

お知らせ

■対象：隠岐の島町の事業所

■定員： 30名 ※先着順
■受講料：1,500円

※雇用対策協議会会員は無料

■申込締切： 2024年9月20日（金）

申込・お問合せ

事前申し込みが必要です。裏面の申込用紙より

FAX、メールでお申込みください。
■お問い合わせ先

隠岐の島町役場商工観光課商工労働係

TEL 08512-2-8575 FAX 08512-2-3302

【主催】隠岐の島町、隠岐の島町商工会、隠岐の島町雇用対策協議会

メール kankou@town.okinoshima.Shimane.jp



外国人材（技能実習・特定技能）
セミナー参加申し込み

申込方法

FAX

FAX、メールからお申し込みください。

送信先：隠岐の島町役場商工観光課商工労働係
FAX 08512-2-3302

申込期限 2024年9月20日（金）

メール kankou@town.okinoshima.ｓhimane.jp
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